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ま
だ
ま
だ
寒
さ
を
肌
に
感
じ
な
が
ら
も
、

樹
木
・
草
花
に
新
し
い
芽
吹
き
が
見
ら
れ
、

自
然
の
香
り
に
春
の
訪
れ
を
お
ぼ
え
る
良
い

季
節
を
迎
え
ま
し
た
。�

　
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
自
然
は
、

そ
れ
ら
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
悠
然
と
四

季
折
々
の
す
て
き
な
贈
り
物
を
持
っ
て
や
っ

て
来
ま
す
。�

　
私
達
も
少
々
の
痛
み
・
悩
み
・
苦
し
み
・

辛
さ
な
ど
に
ひ
る
む
こ
と
な
く
そ
れ
ら
を
乗

り
越
え
て
、
自
然
を
大
切
に
、
社
会
の
一
員

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
町
の
発

展
と
私
達
の
幸
せ
を
求
め
て
頑
張
り
た
い
も

の
で
す
。�

　
現
在
・
直
島
は
中
間
処
理
施
設
・
世
界
の

名
所
の
一
つ
・
０
０
７
の
舞
台
に
浮
上
な
ど
、

世
界
か
ら
注
目
さ
れ
、
戸
惑
い
を
感
じ
な
が

ら
も
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。�

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
直
島

町
の
活
性
化
と
町
民
の
皆
様
の
生
活
の
向
上

に
結
び
付
か
な
け
れ
ば
無
に
等
し
い
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
結
び
付
き
の
努
力
の
重
要

性
を
痛
感
い
た
し
て
い
ま
す
。�

　
地
方
自
治
体
で
は
今
、
二
十
一
世
紀
で
の

生
き
残
り
と
躍
進
を
目
指
し
て
、
懸
命
に
頑

張
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
国
政
も
も
う
少

し
す
っ
き
り
と
真
剣
に
や
っ
て
欲
し
い
も
の

だ
と
願
っ
て
い
ま
す
が
、
皆
様
は
ど
う
お
感

じ
で
し
ょ
う
か
。�

　
さ
て
、
長
年
の
懸
案
で
あ
り
ま
し
た
新
診

療
所
の
建
設
は
、
工
事
も
順
調
に
進
ん
で
お
り
、

オ
ー
プ
ン
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
の
で
、
新

診
療
所
の
概
要
と
こ
れ
か
ら
の
医
療
体
制
に

つ
い
て
を
、
今
回
の
町
づ
く
り
報
告
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。�

�

（
医
療
体
制
の
整
備
）�

　
当
町
は
離
島
の
た
め
、
病
気
に
な
っ
た
と
き
、

ケ
ガ
を
し
た
と
き
な
ど
十
分
な
治
療
が
受
け

ら
れ
な
く
不
安
で
あ
り
、
そ
の
対
策
を
と
の

町
民
の
皆
様
か
ら
の
要
望
は
、
人
間
に
と
っ

て
命
ま
た
健
康
で
あ
る
こ
と
は
一
番
大
切
な

こ
と
で
当
然
の
願
い
で
あ
り
、
町
と
い
た
し

ま
し
て
も
、
こ
の
問
題
を
最
優
先
事
業
と
し
て
、

少
々
無
理
を
し
て
も
町
が
責
任
を
持
っ
て
、

町
民
の
皆
様
に
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
、
休
診
日
に
も
救
急
患
者
を
受
け

入
れ
る
体
制
・
入
院
病
棟
の
あ
る
充
実
し
た

新
診
療
所
の
建
設
・
救
急
搬
送
シ
ス
テ
ム
の

確
立
な
ど
、
恒
久
的
な
医
療
体
制
の
整
備
を

進
め
て
参
り
ま
し
た
。�
�

（
オ
ー
プ
ン
の
予
定
）�

　
現
在
、
新
診
療
所
の
建
設
工
事
は
順
調
に

進
ん
で
お
り
、
当
初
予
定
の
六
月
よ
り
一
日

も
早
く
と
、
五
月
中
旬
の
オ
ー
プ
ン
を
目
標

に
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。�

�

（
施
設
の
概
要
）�

　
敷
地
内
に
診
療
所
（
鉄
骨
平
屋
建
）
、
医

師
住
宅
（
木
造
二
階
建
二
棟
）
、
駐
車
場
（
三

十
一
台
）
、
駐
輪
場
な
ど
を
設
置
し
て
い
ま
す
。�

　
診
療
所
内
の
北
側
は
、
一
床
七
室
と
二
床

六
室
の
計
一
九
床
の
病
棟
と
な
っ
て
お
り
、

中
央
部
は
ス
タ
ッ
フ
ル
ー
ム
や
患
者
食
堂
な

ど
で
、
南
側
は
受
付
、
待
合
ロ
ビ
ー
、
二
つ

の
診
療
室
、
処
置
室
、
リ
ハ
ビ
リ
室
、
レ
ン

ト
ゲ
ン
室
な
ど
の
診
療
棟
に
な
っ
て
い
ま
す
。�

（
診
療
内
容
）�

　
内
科
・
外
科
・
小
児
科
で
、
Ｘ
線
に
よ
る

胃
の
検
査
、
大
腸
の
注
腸
検
査
を
行
う
透
視
台
、

胸
や
腹
部
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
、
胃
に
異
状

が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
の
撮
影
を
行
う
一
般

撮
影
装
置
、
腹
部
や
心
臓
な
ど
を
観
察
す
る

超
音
波
診
断
装
置
、
胃
や
大
腸
な
ど
の
観
察

を
行
う
内
視
鏡
装
置
の
医
療
機
器
を
設
置
し

て
い
ま
す
。�

�

（
入
　
　
院
）�

　
手
術
を
要
す
る
な
ど
重
病
人
に
つ
い
て
は
、

大
き
な
病
院
へ
搬
送
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

治
療
を
す
る
た
め
に
入
院
が
必
要
な
人
、
病

状
は
安
定
し
て
き
た
が
引
き
続
き
治
療
を
必

要
と
す
る
人
や
寝
た
き
り
の
人
、
ま
た
悪
天

候
な
ど
で
の
緊
急
時
の
一
時
入
院
な
ど
を
受

け
入
れ
ま
す
。�

　
入
院
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
早
め
に
「
ふ

れ
あ
い
診
療
所
」
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。�

�

（
リ
ハ
ビ
リ
室
）�

　
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
気
持
ち
で
誰
に
で
も
気

軽
に
で
き
る
健
康
増
進
や
治
療
の
た
め
に
、

水
圧
に
よ
り
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
い
、
血
流
を

促
進
し
て
筋
肉
の
回
復
や
関
節
機
能
の
改
善

を
行
う
ウ
ォ
ー
タ
ー
ベ
ッ
ド
、
ま
た
温
熱
療

法
に
よ
る
緊
張
緩
和
や
健
康
増
進
を
行
う
リ

ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
マ
シ
ー
ン
、
さ
ら
に
首
や

腰
の
牽
引
を
行
い
、
首
の
捻
挫
・
腰
痛
症
な

ど
の
治
療
を
行
う
牽
引
機
な
ど
を
配
置
し
て

い
ま
す
。�

��

（
救
急
搬
送
体
制
の
充
実
）�

　
現
在
は
、
個
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
・

消
防
団
員
・
町
職
員
と
で
頑
張
っ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
が
、
新
診
療
所
の
オ
ー
プ
ン
に

合
わ
せ
て
、
救
急
搬
送
と
診
療
所
の
警
備
を

兼
ね
た
専
属
の
臨
時
職
員
を
採
用
し
て
対
応

す
る
こ
と
と
し
、
ス
ク
ー
ル
ボ
ー
ト
の
新
造

に
合
わ
せ
て
、
担
架
で
の
積
み
込
み
を
可
能

に
す
る
な
ど
、
よ
り
安
心
で
、
よ
り
速
い
体

制
づ
く
り
を
目
指
し
て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。�

�

（
医
師
常
駐
体
制
の
継
続
）�

　
現
在
、
香
川
県
か
ら
自
治
医
科
大
学
卒
業

の
医
師
二
名
を
派
遣
い
た
だ
き
、
一
部
岡
山

大
学
医
学
部
の
ご
協
力
に
よ
り
、
休
診
日
に

お
い
て
も
救
急
患
者
を
受
け
入
れ
る
体
制
を

継
続
し
て
行
い
、
看
護
婦
八
名
と
看
護
補
助

員
体
制
や
事
務
長
に
町
の
課
長
を
配
属
す
る

な
ど
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。�

　
こ
の
ほ
か
、
診
療
時
間
、
交
通
、
手
続
き

な
ど
細
部
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
プ
ン
ま
で
に

皆
様
に
な
お
詳
し
く
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、

新
ふ
れ
あ
い
診
療
所
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。�

�

　
最
近
、
町
内
で
の
工
事
が
多
く
、
皆
様
に

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
い
ま
す
が
、
交
通
事

故
ま
た
時
候
の
変
わ
り
目
は
、
体
調
が
狂
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
十
分
お
気
を
つ
け

て
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。�

　
な
お
、
三
月
の
定
例
議
会
の
う
ち
、
三
月

十
一
日
の
日
曜
日
に
も
開
催
を
予
定
し
て
い

ま
す
の
で
、
皆
様
の
傍
聴
を
お
待
ち
い
た
し

て
い
ま
す
。�

�
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3月�

10日（土）話題のアーティスト特集�

12日（月）演歌系アーティスト特集�

13日（火）歌劇・声楽曲�

14日（水）ロック系・新譜アルバム特集�

15日（木）アニメ・SFXテーマソング特集�

16日（金）オルゴールセレクション�

17日（土）オルゴールセレクション�

19日（月）テーマ別特集�

21日（水）ヒットアルバム特集�

22日（木）1990年代のヒット曲�

23日（金）昭和初期～40年代ヒット曲特集�

24日（土）昭和初期～40年代ヒット曲特集�

26日（月）1980年代のヒット曲（ポップス）�

27日（火）1960年代のヒット曲（演歌）�

28日（水）タンゴ・ワルツ・ジルバ�

29日（木）新譜アルバム特集（クラシック）�

30日（金）1970・80年代のヒットアルバム特集�

31日（土）1970・80年代のヒットアルバム特集�

M A R C H

4月�

２日（月）1970年代のヒット曲�

３日（火）リラクゼーションミュージック�

５日（木）年代別ヒット曲特集（ロック）�

６日（金）童謡・唱歌・こどものうた等�

７日（土）童謡・唱歌・こどものうた等�

９日（月）スクリーンミュージック�

A P R I L

※番組は、予告なく変更になる場合がありますがご了承ください。�

　サービス開始から１ケ月が経過しました。防災行政無線（有線放送）の撤去工事もほとんど終わりまし
たが、まだみなさんのお宅やお近くで、設備が残っている所がありましたら、役場総務課電話８９２－２
２２２までご連絡ください。�

オフトーク通信4chの番組表です。どうぞ、お楽しみください。�

オフトーク通信のちょっと質問�

　　音が聞こえないのですが…�

　　ボリュームが下がっていませんか。�
�
　　再放送が聞こえないのですが…。�

　　再放送の時間帯にチャンネルを合わせてますか。�
�
　　オフトークの機器、スピーカーの取り付け位置を
　　変更したいのですが…。�

　　移設の申請書に記入してください。移設するには、
　　料金がかかります。（加入者負担）�
�
　　ISDN回線でインターネットに接続したいのですが。�

　　オフトーク専用のTAが必要になります。一般のTA
　　ではオフトーク通信はできません。�

�
　故障かなって思ったら、ボリューム・放送時間帯を
確認してください。�
　故障受付は、113番へお願いします。�

オフトーク通信3CH番組のお知らせ�

3月17日（土）午後8時00分より卒業特集～直島中学校～�

ふれあい通信�
なおしまだより�

Q
A
Q
A

Q

Q

A

A
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使用済みの家電製品を上手にリサイクル（再商品化）して、�
ごみ問題や資源の有効利用、地球環境問題を改善するために作られた法律です。�A

消費者�
壊れて使えなくなった
り、新しいものに買い
換えるなどの理由で家
電製品を処分する。� 小売業者�

消費者からの依頼を受けたら
廃棄物を引き取り、その機器を
製造したメーカーに引き渡す。�

家電メーカー等�

燃
料
等
の
熱
源�

原
材
料
・
部
品�

小売業者から廃棄物を
引き取り、新しい製品
の原材料・部品や、燃
料等にリサイクルする。�

●小売業者に引き取りを
依頼します。�
●小売業者に対して必要
な料金を支払います。�

●廃棄物を消費者の自宅などに
引き取りに行きます。�
●あらかじめ引き取りに必要な
料金を公表し、その金額を消
費者に請求します。�

家電リサイクル法の対象になる機器は「エ
アコン」「テレビ」「電気冷蔵庫」「電
気洗濯機」の四つです。この四つの製
品の廃棄は家電リサイクル法に従って
行うことになります。�

　家電製品を処分する等、今までは市町村による
粗大ごみ回収や小売業者の下取りという形で回収・
処分していましたが、新しい制度では、消費者は小
売店に引き渡します。さらに、小売店が製造業者に
引き渡し、家電メーカーが新しい製品の原材料や
熱源としてリサイクルをするという流れになります。�

●指定の引き取り場所で小売業者から
廃棄物を引き取ります。�
●あらかじめ再商品化の料金を公表し、
その金額を小売業者に請求します。�

●引き取った廃棄物を法律で
定め定められた基準に従ってリ
サイクルします。�

●小売業者か●小売業者から廃棄物廃棄物を受け
取るための廃棄物の引き取
り場所を全国に設置します。�
※「家電メーカー等」は輸入業
者（機器が輸入品の場合）も
含みます。�

●指定の引き取り場所で小売業者から
廃棄物を引き取ります。�
●あらかじめ再商品化の料金を公表し、
その金額を小売業者に請求します。�

●引き取った廃棄物を法律で
定められた基準に従ってリ
サイクルします。�

●小売業者から廃棄物を受け
取るための廃棄物の引き取
り場所を全国に設置します。�
※「家電メーカー等」は輸入業
者（機器が輸入品の場合）も
含みます。�

●家電リサイクル法のしくみ●�

●家電リサイクル法制定の背景●�

　わが国における一般廃棄物のリサイクル率は10％と低く、
今のペースで廃棄物の埋め立て処理を行った場合、埋め
立て処理場は全国平均であと8.5年分しかもたないといわ
れています。�

■わが国のごみ事情�
　家電製品は収集に手間がかかるうえ、処理施設での破
砕も難しいため、大部分が埋め立てられています。その
反面、リサイクルが可能な資源を多く含んでおり、リサ
イクル体制の整備が必要と考えられていました。�

■家電製品処理の課題�

家電リサイクル法の概要�

今
年
４
月
か
ら
「
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法（
特
定
家
庭
用
機
器
再
商

品
化
法
）
」
が
本
格
的
に
施
行
さ
れ
ま
す
。
廃
棄
さ
れ
る
家
電
製

品
の
引
き
取
り
と
運
搬
は
小
売
業
者
に
、再
商
品
化
は
家
電
メ
ー

カ
ー
等
に
義
務
づ
け
ら
れ
、そ
の
費
用
は
消
費
者
が
負
担
す
る
、

と
い
う
役
割
分
担
が
始
ま
り
ま
す
。�

は
じ
ま
り
ま
す
。�
家
電
製
品
の�
リ
サ
イ
ク
ル
。�

Q「家電リサイクル法」って、�
どんな法律なの？�
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広�報�

リサイクルのための費用は�
どうするの？�Q

製造業者は、どんな処理をするの？�Q

基本的には、消費者が負担する�
ことになります。�A

部品や原材料に再商品化したり、燃料として利用したりします。�A

　消費者が小売業者に支払う収集・運搬料金は、そ
れぞれの小売業者で額を定めています。小売業者の
店頭などで確認してください。�
　消費者が家電メーカー等に支払う再商品化料金（主
な家電メーカーが公表した料金）は、冷蔵庫4600円、
エアコン3500円、テレビ2700円、洗濯機2400円とさ
れています。この料金は、小売業者を通じて家電メ
ーカー等に支払われます。�

　小売業者から家電メーカー等に引き渡された廃棄家電製品は、家電メーカー等の再商品化施設での再商品化
できる部分とできない部分に分けられ、できる部分は新しい製品の部品や原材料、燃料などの熱源として再利
用されます。�

廃棄する家電製品は、�
どこに引き渡せばいいの？�Q
家電製品を買ったお店か、新しく買い�
換えるお店が引き取りに来てくれます。�A

　過去に家電製品を買った小売業者に連絡すれば、
家まで引き取りに来てくれます。（店が廃業したり
購入業者が引っ越して店が遠方になったりした場合は、
お住まいの市町村にお問い合わせください）。�
　買い換えの場合は、新しい製品を買う店に引き取
りを依頼します。�

●対象廃棄物の管理票�
　消費者が廃棄した家電製品
が、小売業者を通じて確実に
家電メーカー等に運ばれて再
商品化されるように「管理票」
を使って管理します。消費者
は、この管理票によって小売
業者が業務を果たしたかを確
認することができます。�

消費者�

お問い合わせ� 生活環境課 1892－2234

再商品化できる部分を廃棄物から分離�

家電メーカー等に引き渡された�
エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗濯機�

再商品化のため処理�

小売業者�

家電メーカー等�

管
理
票
の
写
し
の
発
行

廃
棄
物
の
引
き
渡
し

（
小
売
業
者
の
引
取
証
）

管
理
票
の
回
付

管
理
票
の
送
付

廃
棄
物
の
引
き
渡
し

（
製
造
業
者
の
引
取
証
）

新しい製品の部分や�
原材料として�
●自社で利用�
●販売�
●譲度�

燃料などの熱源として�

再商品化できない部分は�
産業廃棄物として処分�

●自社で利用�
●販売�
●譲度�

●指定の引き取り場所で小売業者から
廃棄物を引き取ります。�
●あらかじめ再商品化の料金を公表し、
その金額を小売業者に請求します。�

●引き取った廃棄物を法律で
定められた基準に従ってリ
サイクルします。�

●小売業者から廃棄物を受け
取るための廃棄物の引き取
り場所を全国に設置します。�
※「家電メーカー等」は輸入業
者（機器が輸入品の場合）も
含みます。�

● ●�

● ●�
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国民健康保険被保険者証更新（役場住民課）8:30～17:00

固定資産税納税通知書発送�

個人事業者の消費税と地方消費税の確定申告と納税の期限�
国民健康保険税・介護保険料第１号保険料「普通徴収」第10期分（３月分）納付期限�

心配ごと相談（民生会館）9:00～12:00

楽しい健康体操普及教室（勤労者体育センター）13:00～14:30�
交通安全キャンペーン宮ノ浦池交差点7:00～8:00

中学校入学式9:30～�

機能訓練教室（福祉センター）13:00～16:30

2001.3.10～4.9

行事につきましては、変更する場合がありますのでご了承ください。�
�
直島町役場電話番号（ご用の方は下記の番号にお尋ねください。）�

892-2222�
892-2296�
892-2223�
892-2234

総 務 課�
税 務 課�
住 民 課�
生活環境課�

892-2225�
892-2224�
892-2295�
892-2020

水 道 課�
建設経済課�
出 納 室�
企 画 課�

892-2882�
892-2297�
892-3400�
�

教育委員会�
議会事務局�
健康福祉課�
（福祉センター）�

２６�
２７�
２８�
２９�
３０�
３１�
�
２�
３�
４�
５�
６�
７�
８�
９�

★
広
げ
よ
う 

マ
ナ
ー
が
行
き
交
う 

無
事
故
の
輪
★ 

〜
春
の
交
通
安
全
県
民
運
動
〜 

４�
１�

・春の交通安全県民運動（～15日）�

（不燃物）�
　宮ノ浦全地区・宮社・�
　鷲ノ松・才ノ神�

（不燃物）�
　積浦・本村・文教・�
　納言様・ヘキ�

　　�

仏 滅�

大 安�

赤 口�

先 勝�

友 引�

先 負�

仏 滅�

大 安�

赤 口�

先 勝�

友 引�

先 負�

仏 滅�

大 安�

赤 口�

月�

火�

水�

木�

金�

土�

日�

月�

火�

水�

木�

金�

土�

日�

月�



３�
１０�

見
や
す
い
と
こ
ろ
へ
貼
っ
て
お
使
い
く
だ
さ
い�

ゴ
ミ
は
可
燃
物
・
不
燃
物（
空
き
カ
ン
類
、ガ
ラ
ス
ビ
ン
、ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
そ
の
他

の
不
燃
ゴ
ミ
）に
き
ち
ん
と
分
別
し
て
、決
め
ら
れ
た
日
に
、決
め
ら
れ
た
袋
に

入
れ
て
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
出
し
ま
し
ょ
う
。�

【可燃物の日】�
�
【不燃物の日】�

※救急連絡先�
◎全ての曜日の夜間・土日・祝祭日・年末年始�

 直島町立診療所  ～ふれあい診療所～ （1892-2266）�

毎週月・木曜日（積浦・本村・文教・納言様・才ノ神・ヘキ）�
毎週火・金曜日（宮ノ浦・宮社・鷲ノ松）�
カレンダーに掲載しています。�

健康相談（積浦集会所9:30～10:00・�
宮社老人ホーム10:30～11:30・文教集会所13:15～13:45・�
才ノ神老人ホーム14:00～14:30）�

３歳児検診（福祉センター）13:00～13:30受付�
幼児学園卒園式9:30～�
所得税の確定申告と納税の期限�

楽しい健康体操普及教室（勤労者体育センター）13:00～14:30�
国民健康保険被保険者証更新（西部公民館）9:00～12:00

韓国舞踊（福祉センター）12:30～�
中学校卒業式9:30～�

国民健康保険被保険者証更新（役場住民課）8:30～17:00�
小学校卒業式9:30～�

心配ごと相談（西部公民館）9:00～12:00�
固定資産税縦覧期間終了�

行政相談（役場）10:00～15:00�
国民健康保険被保険者証更新（役場住民課）8:30～17:00

（不燃物）�
　宮ノ浦全地区・宮社・�
　鷲ノ松・才ノ神�

（不燃物）�
　積浦・本村・文教・�
　納言様・ヘキ・離島地区�

１１�
１２�
１３�
１４�
１５�
１６�
１７�
１８�
１９�
２０�
２１�
２２�
２３�
２４�
２５�

★

★

N A O S H I M A  C A L E N D A R  2001. M A R C H / A P R I L

�
・彼岸入り�

・春分の日�

・放送記念日�

・電気記念日�

　　　　　　

土�

日�

月�

火�

水�

木�

金�

土�

日�

月�

火�

水�

木�

金�

土�

日�

大 安�

赤 口�

先 勝�

友 引�

先 負�

仏 滅�

大 安�

赤 口�

先 勝�

友 引�

先 負�

仏 滅�

大 安�

赤 口�

先 勝�

先 負�



平成12年10月１日�
�

�
�
�
�
　現在、香川県では、防災ヘリコプター「オリーブ」を
高松空港に配備して、林野火災の空中消火や救急患者の
緊急搬送などの防災活動を行っていますが、この度、こ
の防災ヘリコプターによる緊急搬送の有効範囲地図を作
成しました。�
　この地図は、県内の消防機関等が、事故や急病者など
の119番通報を受けたとき、傷病者を救急自動車、船舶で
医療機関へ搬送するよりも、防災ヘリコプターで搬送し
た方が時間短縮が図られる地域を示したものです。�
　これにより、島嶼部や山間部の救急医療体制の強化が
図られるものと期待されており、直島町本島が防災ヘリ
コプターの有効範囲となっています。�
　今後、この有効範囲内で、大きな事故や急病者が発生
した場合、日の出から日没までの日中に限り、直島町か
らの要請により、防災ヘリコプターが出動し、傷病者を
医療機関へ搬送します。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

2001.3
広�報�

島嶼部や山間部の救急搬送に　　　　　�
　香川県防災ヘリコプターを活用�

直 島 町 消 防 団 員 募 集！�

お問い
合わせ

先�

1 1　　直島町総務課�
電話：８９２－２２２２�
香川県消防防災課�
電話：８３２－３１８６�

交通事故ご相談は　　　　　　　�
　　　相談センターへ（無料）�

弁護士相談日�弁護士相談日�

（社）日本損害保険協会　�
　　高松自動車保険請求相談センター�
高松市大工町１-１　千代田火災高松ビル２階�

821-0389
月～金（祝日を除く）�
9時30分～16時40分�

（相談日）�

※専門の相談員が親身�
　　　　　　になってご相談に応じます。�
�

毎週水曜日�

１３時～１６時�

（予約制・相談無料）�

第
１
分
団
　
分
団
長  

生
駒 

　
隆�

　
　
　
　
　
本
村
・
向
島
・
家
島
・
屏
風
島
・
牛
ケ
首
島�

�

第
２
分
団
　
分
団
長  

辰
亥 

昭
善�

　
　
　
　
　
積
浦
・
琴
反
地�

�

第
３
分
団
　
分
団
長  

� 

次
信�

　
　
　
　
　
宮
ノ
浦
・
宮
社
・
鷲
ノ
松（
生
協
下
）�

�

第
５
分
団
　
分
団
長  

山
本 

敬
二�

　
　
　
　
　
納
言
様
・
文
教
区�

�

第
６
分
団
　
分
団
長  

眞
鍋 

義
信�

　
　
　
　
　
鷲
ノ
松（
生
協
上
）・
才
ノ
神
・ヘ
キ
・
風
戸�

�

婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
、少
年
消
防
ク
ラ
ブ�

�

事
務
局（
役
場
総
務
課
）�

団　長　片山武夫�

副団長  土井 克三　　副団長  石本 時吉�

●直島町消防団組織図●　（H.13.2.28現在）�

昭和50年度�

昭和51年度�

昭和52年度�

昭和53年度�

昭和54年度�

昭和55年度�

昭和56年度�

昭和57年度�

昭和58年度�

昭和59年度�

昭和60年度�

昭和61年度�

昭和62年度�

150�

150�

157�

157�

157�

157�

157�

157�

157�

157�

157�

157�

157

148�

148�

149�

154�

153�

156�

155�

152�

151�

152�

142�

151�

149

157�

157�

157�

157�

157�

157�

157�

157�

157�

157�

145�

145�

145

150�

150�

139�

146�

141�

143�

143�

137�

129�

133�

133�

131�

133

昭和63年度�

平成 1 年度�

平成 2 年度�

平成 3 年度�

平成 4 年度�

平成 5 年度�

平成 6 年度�

平成 7 年度�

平成 8 年度�

平成 9 年度�

平成10年度�

平成11年度�

平成12年度�

年別団員推移�

　詳しくは、各分団または役場総務課�

　　　　　　（1892－2222）�

　　　　　　　　までご連絡ください。�

直島町消防団では、�

年齢18歳以上の方で社会公共の福祉の増進に�

熱意のある若き消防団員を募集中です。�

年度（4月1日現在）�条例定数� 実　員� 年度（4月1日現在）�条例定数� 実　員�
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平成12年10月１日�
�

�

�

　所得税の確定申告と納税はお済みでしょうか。�

　所得税の確定申告と納付の期限は３月15日の木曜日
までです。お早めにお済ませください。�

　また、個人事業者の消費税と地方消費税の確定申告期

限は、４月２日の月曜日となっています。お早めにお
済ませください。�

�

�

�

�

香川県最低賃金が�

平成12年10月１日�
に改定されています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　「賃金」に関する相談等がありましたら、香川労働局

労働基準部賃金室までご連絡ください。�

　また、毎週金曜日に賃金相談室を設置して、皆様のご

利用をお待ちしております。�

�

　　　香川労働局労働基準部賃金室�

　　　〒760-0018　高松市天神前５番12号�

　　　　　　　　　　　　　1 ８３１-７２８３�

広�報�

情報�
BOX
情報�
BOX

◎日　時　 3月22日（木）�

　　　　　10：00～15：00�

◎場　所　直島町役場�

◎相談員　片山俊夫�

※お気軽にご相談ください　�

行政相談�

�

�

�

�

�

���新直島町下水道排水設備指定工事店のお知らせ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

　この度、厚生労働省より神経管閉鎖障害の予防につい

て報告がありましたのでお知らせ致します。神経管閉鎖

障害とは、先天性の病気で受精卵が赤ちゃんを形づくる

時に上手く脳や脊髄ができなかった為に起こる病気です。

別名を『二分脊椎』といい、生まれた時から腰の辺りに

大きなコブを持って生まれてくる子供さんが多いです。

合併症として水頭症や足・腰の形、膀胱や直腸の障害の為、

おしっこが止まらなくなる、等があります。この病気を

予防する為には、妊娠１ヵ月以上前～妊娠３ヵ月の間に

葉酸をはじめ多くのビタミンを含む野菜（できるだけ、

とれたての野菜 350ｇ以上）を摂取することが必要です。

元気な赤ちゃんを生む為にも、しっかり野菜を食べる様

にしましょう。�

健康福祉課　保健予防係�

トイレの水洗化は３年以内に!!　�
　　排水設備工事はお早めに!!

神経管閉鎖障害の予防について�

確定申告について�

今すぐ確認！　最 低 賃 金�

今月の納期�
国民健康保険税…第10期分�
　　　　　　  （3月分）�
介護保険料〔普通徴収〕…第10期分�
　　　　　  　（3月分）�

納期限 ４月２日�

税務課のお知らせ�

“たばこは町内で買いましょう”�
直島町内で販売されたたばこの税は直島町に入ります。�

指定工事店�

㈲上久保設備�

代表者�

上久保雄志�

営業所在地�

玉野市槌ヶ原　�
　　　　　890-1

電話番号�

0863-73-9393

● ●　

この機会に　　　について�
　　　　　　　　考えてみませんか。�

�
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広�報�

知ってください国保のこと�知ってください国保のこと�知ってください国保のこと�10

保険税は忘れずに納めましょう�

　保険税は国保の大切な財源であり、皆さんが万一ケガや病気になったときに安心して医療を受けるための
安心料でもあります。必ず納期内に納めましょう。�

保 険 税 の 決 め 方�

　次の４項目をもとに算定し、それらを組み合

わせて１世帯ごとの保険税が決まります。�

保険税を納める義務は、世帯主にあります�

　世帯主が国保の加入者でなくても、同じ世帯に国保の加入者がいれば、世帯主が保険税を納めなければな
りません。（保険税がかかるのは加入者分のみです。）�

直島町国民健康保険被保険者証の切り替えについて（お知らせ）�

● 詳しくは、直島町役場 住民課（1892－2223） へお問い合わせください。 ●�
税務課（1892－2296）�

お
く
や
み

保 険 税 の 納 め 方�

保険税は資格を得た月の分から納めます。�
保険税を納めるのは、加入の届け出をした日からではなく、資格を得た日からです。�
届け出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。�

年度の途中で国保に加入・脱退したときは？�
　　途中で加入　　加入した月分から月額を納めます。�
　　途中で脱退　　脱退した前月分までを月割で納めます。�

◎実施期間と場所�
　　平成13年３月14日（水）～16日（金）　西部公民館　9:00～12:00�

　　平成13年３月19日（月）～30日（金）　住民課窓口　8:30～17:00�

◎切り替えに必要なもの�
　　印鑑・古い被保険者証（青色）�

所得割額�

資産割額�

均等割額�

平等割額�

所得に応じて計算される額�

資産に応じて計算される額�

世帯ごとの加入者数に応じて計算される額�

１世帯につきいくらと計算される額�

　介護保険の実施により、保険税は年齢に応じて次のように決ま

ります。�

40歳未満の人�

40歳～65歳未満の人�

（介護保険の第２号被保険者）�

65歳以上の人�

（介護保険の第１号被保険者）�

国保の保険税は医療保険分（医療分）のみ�

国保の保険税は医療分と介護分�

（第２号被保険者分の介護保険料）の合計�

国保の保険税は医療分のみ。�

介護分（第１号被保険者分の介護保険料）は�

別に納付�

10



広�報�

�

知ってください国保のこと�知ってください国保のこと�

● ●�

スポーツ通信�

地
　
区
　
　  

氏
　
　
名
　
　
年 

齢�

宮
ノ
浦
　
　
辰
野
　
義
雄
　
　
85
�

積
　
浦
　
　
高
木
　
敏
雄
　
　
76
�

文
教
区
　
　
富
田
　
忠
之
　
　
47
�

お
く
や
み

お
く
や
み
（
敬
称
略
）�

　
つ
つ
し
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す�

�

※
こ
の
各
コ
ー
ナ
ー
に
掲
載
を
希
望
し
な
い
方
は
、�

　
届
出
の
際
に
担
当
窓
口
で
、そ
の
旨
お
申
し

　
出
く
だ
さ
い
。�

寄
付
の
お
礼�

�

地
　
区
　
　
氏
　
名
　
　
月
　
日�

�

文
教
区
　
　
　
　
　
　
　
2
・
6�

井
手
上
哲
也�

小
郷
　
昌
子�

結
婚
お
め
で
と
う
（
敬
称
略
）�

　
す
え
永
く
　
お
幸
せ
に�

▼
宮
ノ
浦
の
倉
本
正
義
様
よ
り
亡
母

倉
本
コ
ヒ
ナ
様
の
香
典
返
し
と
し
て

直
島
町
社
会
福
祉
協
議
会
に
対
し

て
金
一
封
の
ご
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。�

�

▼
本
村
の
山
本
勝
男
様
よ
り
亡
母
山

本
ハ
ツ
様
の
香
典
返
し
と
し
て
直
島

町
社
会
福
祉
協
議
会
、本
村
長
寿
会
、

身
体
障
害
者
協
会
直
島
分
会
に
対

し
て
金
一
封
の
ご
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。�

�
▼
宮
ノ
浦
の
辰
野
哲
夫
様
よ
り
亡
父

辰
野
義
雄
様
の
香
典
返
し
と
し
て

宮
ノ
浦
自
治
会
、横
防
長
寿
会
、直

島
町
社
会
福
祉
協
議
会
に
対
し
て

金
一
封
の
ご
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。�

�

▼
積
浦
の
高
木
和
夫
様
よ
り
亡
父
高

木
敏
雄
様
の
香
典
返
し
と
し
て
直

島
町
社
会
福
祉
協
議
会
、直
島
町

婦
人
会
、直
島
町
婦
人
会
積
浦
支
部
、

積
浦
自
治
会
、積
浦
老
友
会
、直
島

中
学
校
に
対
し
て
金
一
封
の
ご
寄
付

が
あ
り
ま
し
た
。�

地
　
区
　
誕
生
日
　
　
　
　
　
　
お
父
さ
ん�

　
　
　
　
な
ま
え
　
　
　
　
　
　
お
母
さ
ん�

　
　
　
　
　
1
・
18�

本
　
村
　
小
林
　
拓
斗
　
貴
洋�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
智
美�

　
　
　
　
　
2
・
8�

才
ノ
神
　

田
　
亮
太
　
栄
一�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
由
紀�

　
　
　
　
　
2
・
8�

宮
ノ
浦
　
石
井
　
練
　
　
将
之�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
愛
子�

赤
ち
ゃ
ん
誕
生
（
敬
称
略
）�

　
す
こ
や
か
な
成
長
を
お
祈
り
し
ま
す�

れ
ん�

た
く  

と�

り
ょ
う 

た�

第
7
回
福
祉
セ
ン
タ
ー
杯
�

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ゴ
ル
フ
大
会
成
績
�

海上における�
事件・事故は118番�

　
２
月
７
日
か
ら
２
月
21
日
ま
で
の
間
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
ゴ
ル
フ
室
に
お
い
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ゴ
ル

フ
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
�

　
総
勢
23
名
の
参
加
者
で
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
田
町
雄
司
さ
ん
が
実
力
と
ハ
ン
デ
ィ
ホ
ー
ル
を
う
ま

く
利
用
し
た
幸
運
に
も
恵
ま
れ
、
優
勝
を
飾
り
ま
し
た
。
�

　
上
位
成
績
は
次
の
と
お
り
で
す
。
（
敬
称
略
）
�

　
　
　
優

　

勝
　
　
田
町
　
雄
司
�

　
　
　
第

２

位
　
　
安
西
　
浩
二
�

　
　
　
第

３

位
　
　
竹
崎
　
吉
高
�

　
　
　
ベ
ス
グ
ロ
　
　
時
実
　
哲
也
�

　
大
会
に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
は
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
�

　
今
回
惜
し
く
も
優
勝
を
逃
し
た
方
や
、
残
念
な
が
ら
参
加
で
き
な
か
っ
た
方
も
、
次
回
開
催
の
際
に
は
、

ぜ
ひ
参
加
し
て
優
勝
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
く
だ
さ
い
。
�

（敬称略）�

　昨年プロデビューした真木和雄選手の第2戦目の日

程が決まりました。�

　皆様の温かい応援をよろしくお願いします。�

◎日　時：平成13年3月20日（火・祝日）�
　　　　　15：00～�
◎場　所：岡山武道館�

※お問い合わせは木村プロパンまで…。�

　
海
上
保
安
庁
は
昨
年
５
月
１
日
よ
り
、

海
上
に
お
け
る
事
件
・
事
故
の
緊
急
通

報
用
電
話
と
し
て
、局
番
な
し
の
３
け

た
番
号
「
１
１
８
番
」の
運
用
を
開
始
し

て
い
ま
す
。
�

　
海
の
上
で
は
、陸
上
の
場
合
と
は
異

な
り
、救
助
を
求
め
て
か
ら
、実
際
に
救

助
さ
れ
る
ま
で
に
相
当
な
時
間
を
要
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、事
件
・
事
故

を
目
撃
さ
れ
た
場
合
、ま
た
、自
分
が
事

故
に
遭
い
、救
助
が
必
要
な
場
合
、不
安

を
感
じ
た
場
合
に
は
、遠
慮
な
く
、す
ぐ

に
１
１
８
番
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。
�

　
な
お
、緊
急
通
報
以
外
の
通
報
は
、緊

急
対
応
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、１
１
８
番
の
目
的
外
使
用

は
慎
む
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
�
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●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
�

▼
直
島
町
成
人
式
の
表
紙
写
真
、

そ
の
二
十
歳
の
若
い
力
で
島
に

活
気
の
あ
ふ
れ
ん
こ
と
を
。�

（
宮
ノ
浦
／
Ｈ
・
Ｍ
さ
ん
）�

�

▼
毎
回
楽
し
く
読
ま
せ
て
も
ら
っ

て
ま
す
。
今
回
は
特
に
成
人
式

の
写
真
を
見
て
な
ん
だ
か
、な

つ
か
し
く
思
い
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
い
ろ
い
ろ
読
ま
せ
て
も

ら
い
ま
す
。�

（
鷲
ノ
松
／
Ｔ
・
Ｏ
さ
ん
）�

�

▼
毎
月
毎
月
、と
て
も
う
ま
く
編

集
し
て
い
て
分
か
り
や
す
い
で
す
。

カ
レ
ン
ダ
ー
は
ゴ
ミ
の
日
チ
ェ
ッ

ク
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
町
の
こ

と
も
分
か
る
の
で
楽
し
く
読

ま
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。�

（
本
　
村
／
Ｊ
・
Ｍ
さ
ん
）�

�

▼
毎
回
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
あ
る
絵

が
ほ
の
ぼ
の
と
し
て
い
て
好
き

で
す
。�（

ヘ
　
キ
／
Ｔ
・
Ｏ
さ
ん
）�

�

▼
楽
し
み
な
の
で
す
ぐ
見
ち
ゃ
い

ま
す
。�（

宮
ノ
浦
／
Ａ
・
Ｙ
さ
ん
）�

�

▼
毎
月
楽
し
み
に
見
て
い
ま
す
。

も
う
す
ぐ
病
院
も
完
成
で
す
ね
。�

（
文
教
区
／
Ｙ
・
Ｙ
さ
ん
）�

�
▼
広
報
な
お
し
ま
で
オ
フ
ト
ー
ク

４
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
音
楽
番
組
を

紹
介
し
て
頂
き
大
変
う
れ
し

く
毎
日
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。�

（
ヘ
キ
／
Ｔ
・
Ｈ
さ
ん
）�

　
３
月
と
言
え
ば
、卒
業
の
季
節
で
す
ね
ぇ
。オ
フ
ト
ー
ク
通
信
で
も
卒
業

特
集
を
17
日
の
夜
に
放
送
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
是
非
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

さ
て
、み
な
さ
ん
は
花
粉
症
は
大
丈
夫
で
す
か
？
　
辛
い
時
期
と
感
じ
る

の
は
、私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。�

玉野市休日当番医　市外局番（０８６３）�

※診察時間は、午前９時から午後５時まで�
※休日当番医は都合により変更することがあります。�

問い合わせ先：玉野市医師会　1（0863）21－3953

日� 内　　　　　科� 外　　　　科�

2001.3

皆さんの応募をお待ちしています。�

世帯数�
人　口�
　男�
　女�

1,490�
3,698�
1,806�
1,892

（＋ 2 ）�
（－ 1 ）�
（－ 1 ）�
（± 0 ）�

● 町 の 人 口 ●�

3月1日現在（先月比）�

町の面積　　14.22k㎡�

●直島町のホームページ●�

●電子メール●�

◆わが家のスター◆�
　4月号は、4月生まれのお子さんです。�
　写真と両親からのメッセージを添えてください。�

◆俳句・川柳コーナー◆�
　※4月号よりテーマは自由といたします。�

◆ミニギャラリー◆�
　得意な「絵」を描いて送ってみませんか？「絵」ならなんでも結構です。�

応募方法�
　官製はがき、または封筒に住所（地区）・氏名・年齢・電話番号をお
　書き添えのうえ次の宛先に3月19日（月）（当日消印有効）までご
　応募ください。�

宛 　 先�
　〒761－3110　直島町1122－1�
　　直島町役場総務課　「広報なおしま○○○コーナー」�

広�報�

■発行／平成13年3月8日■編集／直島町役場総務課0７６１ー３１１０香川郡直島町１１２２ー１■印刷／山陽印刷（株）■�

この広報紙は自然保護のため再生紙を使用しています。�

25

20

3月�
11

�

本　村　山口愛子さんの作品�

野

田

珠

生
ち
ゃ
ん（
１
歳
）�

宮
ノ
浦
　
旭
／
有
美
さ
ん
の
長
女�

Ｈ
１２
・
３
・
１６
生�

●
両
親
か
ら
ひ
と
こ
と
��

�

い
っ
ぱ
い
食
べ
て
、�

ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
ね
！！
�

石井医院�
（築港）21－2743

万袋医院�
（八浜）51－2064

三宅内科外科医院�
（槌ケ原）71－2277

4月�
1

池上内科医院�
（玉）31－1288

油原医院�
（和田）81－8235

大西病院�
（田井）33－9333

青井医院�
（宇野）21－4370

吉川内科医院�
（八浜）51－1207

市民病院外科�
（宇野）31－2101

18
東条小児科医院�
（迫間）71－5110

近藤医院�
（東田井地）41－1061

佐野整形外科医院�
（宇野）21－2924

井上クリニック�
（宇野）32－0831

満木内科小児科医院�
（用吉）71－0747

中谷外科病院�
（玉）31－6803

8
こやま医院�
（八浜見石）51－3333

おおが内科眼科医院�
（羽根崎町）81－1696

山田外科医院�
（和田）81－7197

た
ま�

き�

① オフトーク3CH“卒業特集”はいつ放送？�
　 Ａ　3月17日　　　Ｂ　3月19日　　　Ｃ　3月20日�
② 香川県の最低賃金日額はいくら？�
　 Ａ　613円　　　　Ｂ　4,819円　　　Ｃ　4,891円�
③ 国民健康保険者証の切り替えに必要なものは古い被保険者証と何？�
　 Ａ　印鑑　　　　 Ｂ　筆記用具　　  Ｃ　古い被保険者証�

【応募方法】�
　はがきに答えの記号（例①－Ａ）、住所（地区）、氏名、年齢、広報
についてご意見、要望などを書き添えて応募してください。�
　全問正解者の中から、抽選で5名の方に500円の図書券をプレ
ゼントします。応募は一世帯一通に限ります。�
　締切り／3月19日（月）（当日消印有効）�
　宛　先／〒761－3110 直島町1122－１ 直島町役場総務課�

「広報クイズ」係�
【2月号の当選者】（2月号の答えは①A・②C・③Aでした。）�
 応募総数14通�
（順不同・敬称略）�
松本　純子（本　村）・永川　俊子（宮ノ浦）・手塚　光子（本　村）�
野田　敬統（宮ノ浦）・大角　達也（ヘ　キ）・下津　恵子（本　村）�

答えは、今月号の広報紙の中にあります。�

�

チャレンジ！ 広報クイズ�チャレンジ！ 広報クイズ�

12


